
※運転中にスマホ・携帯電話を持っている・見ている・操作している行為は当然× 

※DVD・タブレット・ゲーム機・など運転中の操作・画面を見る行為は× 

使用時は音声のみ（運転手以外は〇）赤信号などで停車中は〇 

※カーナビを見る・操作する行為は画面の注視となり×（音声のみ〇） 

安全な場所に停車してナビを見て下さい。 

※スマホナビは、ホルダーなどに固定してカーナビとして使うのであれば、 

カーナビと同様に音声のみ〇。操作、画面を見るのは× 

※ハンドルに付属してあるボタン操作は〇 

※ハンドフリーでの通話は違反ではないが、交通事故の面から見て集中力が通話の方に偏るため危険

な運転となるので、安全な場所に停車して通話して下さい。 

※食べながら・飲みながら・化粧しながら・タバコを吸いながらは、違反にはならない。 

夕方５時３０分、ほっけんぎょうに火が着きまし
た。勢い良く燃え上がる炎には圧巻しました。小
学生が願いを込めて作ったキャンドルカバーが
幻想的できれいでした。 

保

持 
  
 

 

 携帯電話使用等（保持） 携帯電話使用等（交通の危険） 

区分 改正前 改正後 改正前 改正後 

違反点数 1点 3点 2点 6点（免許停止） 

反則金額 

大型 7.000円 25.000円 12.000円 
※非反則行為 

としてすべて 

罰則の対象 

普通 6.000円 18.000円 9.000円 

二輪 6.000円 15.000円 7.000円 

原付 5.000円 12.000円 6.000円 

罰則 
5 万円以下
の罰金 

6 ヶ月以下の懲
役または 10 万
円以下の罰金 

3 ヶ月以下の懲
役または5万円
以下の罰金 

1 年以下の懲役ま
たは 30 万円以下
の罰金 
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12月 1日から道路交通法の一部改正で、携帯電話・スマートフォンな

どを使いながらの運転「ながら運転」の罰則が強化されました。 

携帯電話・スマートフォンの「ながら運転」の対象となる行為は「保持」「画面の注視」の 2つ 

ハンドルは両手で！ 
わき見運転をしない！ 
が基本です！ 

 1月 11日（土） 青少年健全育成校区民会議主催 

12月 22日(日)、雨が降る中、鷲寺の
竹林で竹の伐り出しを行いました。 

画
面
の
注
視 

天候にも恵まれ、８時～組み立てを
行いました。今年は小学生が書いた
「みんなが笑顔 明るい西牟田」の垂
れ幕も流行政区のしめ縄と各家庭の
しめ縄を一緒に飾られました。 

燃やした竹の炭で
焼いて食べると、病
気をしないという習
わしがあるので、振
る舞われたぜんざ
いに、焼いた餅を入
れて食べました。 

 



行事予定 さんかく塾＝野中（毎月第 1日曜日）寛元寺（毎週月曜日）久保（毎週金曜日）流（毎週水曜日） 

安全安心まちづくり協議会 視察研修  
ふっけいコアセンターへ視察 

子ども達が自分で作って食べる

「ランチでしゃべろー会」を行いま

した。子ども 16名、大人 13名の参

加で、クレープとおにぎりを作って

楽しくいただきました。 

 

12 月 5 日(木)、町

の公民館で開催され

111 名の参加があり

ました。アトラクショ

ンでは羽犬塚ハーモ

ニカクラブの皆さん

の演奏で一緒に歌い

ながら楽しみました。 

12月 23日（月） 

１９時に寛元寺公民館 

にて出発式を行い、行政 

区長と安全安心まちづく 

り協議会支部長、防災士 

が行政区ごとにパトロールを実施しました。 

 

1月 16日(木) 

校区福祉会 視察研修のお知らせ 

3月 5日(木)に視察研修を行います。

参加対象の方には、案内を配布いており

ますので、ご参加をお願いします。 

朝 7 時 30 分より正門にて市教育委員会、PTA、

地域の方々と冬 

休み明けの始業 

式の日に元気な 

声であいさつを 

交わしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 時 予 定 内 容 日 時 予 定 内 容 

2/4(火) 地域支援員連絡会議 市役所 10：30～ 2/12(水) 子育てサロン 10：00～ 

2/5(水) 
コミュニティ協議会役員会 8：45～ 2/14(金) 会長・事務局長会議 サンコア 15：00～ 

廃プラスチック収集日 2/19(水) 廃プラスチック収集日 

2/9(日) 資源ごみ収集日 2/22(土) 公民館活動部会会議 18：00～ 

2/10(月) コミュニティスクール説明会 小学校 10：00～ 2/23(日) 燃えないごみ・資源ごみ収集日 

2月 24日（月） 燃やすごみ収集はありません 

鷲寺行政区 

おいしいだご汁
を作って下さっ
た方々です。 

1月 8日(水)10時～寛元寺公民館 

 今回は 7 名のお子

さんの参加でした。歌

いながら親子でふれ

あえるベビーマッサ

ージをしました。 

手づくりおやつの「ぜんざい」

をおいしくいただきました。 

1月 8日(水) 

 福岡自動車運転免許試験場 

にあるふっけいコアセンターで、 

高齢者の交通事故の特徴や原 

因の講習を受け、シミュレーター 

で自動車の運転や歩行者の疑 

似体験をしました。交通事故死 

亡の半数以上が高齢者で、約 8 

割が道路横断中で、その約 7割が夜間だそうです。 

歩行者として交通事故に遭わないために 

①横断歩道を利用し危険な横断はしない。 

②信号を守る。 

③左右の車が止まるのを確認する。 

④明るい服装や反射材を身につける。 

運転者として交通事故を起こさないために 

①歩行者の安全に配慮した運転をする。 

②十分な車間距離・速度は控えめにする。 

健康増進教室「だご汁会」が行なわれました 


